
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
案
新
旧
対
照
条
文

○
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
）

（
令
第
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
）

第
十
二
条

令
第
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
は
、
次
の
と
お
り

第
十
二
条

令
第
三
条
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
付
等
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定

一

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に

に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

よ
る
障
害
年
金
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
手
当
金
、
同
法
第
四
十
二
条

律
第
五
十
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
年
金
を
受
け
る
者
に
対

、
第
四
十
二
条
ノ
二
又
は
第
四
十
二
条
ノ
三
の
規
定
に
よ
る
給
付
、
同
法
第
五
十

し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る

条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
、
同
法
第
五
十
条
ノ
七
の
規
定
に
よ
る
給
付
、
同
法

障
害
手
当
金
、
船
員
保
険
法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
差
額

附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
前
払
一
時
金
及
び
同
法
附
則
第
八
項
の
規
定
に

一
時
金
、
同
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金
差
額
一
時
金

よ
る
遺
族
前
払
一
時
金

、
同
法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
年
金
、
同
法
第
百
一
条
の

規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
一
時
金
、
同
法
第
百
二
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
遺
族
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
障
害
前
払
一
時
金
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
前
払

一
時
金

二

（
略
）

二

（
略
）

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
十
二
条
の
八
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
二
条
の
八

補
償
給
付
、
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
給
付
、
同
法
第
二
十
一
条
第

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
給
付
、
同
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺

三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
、
同
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
、
同
法

族
補
償
給
付
、
同
法
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
障
害
給
付
、
同
条
第
四

附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附

号
の
規
定
に
よ
る
遺
族
給
付
、
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障

則
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則

害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害

第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
一
条

補
償
年
金
前
払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
前

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
差
額
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
二
条
第
一
項

払
一
時
金
、
同
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
差
額
一
時

の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
前
払
一
時
金
及
び
同
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規

金
、
同
法
附
則
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
前
払
一
時
金
及
び

定
に
よ
る
遺
族
年
金
前
払
一
時
金

同
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
年
金
前
払
一
時
金

四
〜
二
十
八

（
略
）

四
〜
二
十
八

（
略
）

別
表
（
第
一
条
、
第
十
五
条
関
係
）

別
表
（
第
一
条
、
第
十
五
条
関
係
）



障
害
等
級

身

体

上

の

障

害

障
害
等
級

身

体

上

の

障

害

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
七
級

一
〜
十
一

（
略
）

第
七
級

一
〜
十
一

（
略
）

十
二

外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

十
二

女
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
九
級

一
〜
十
五

（
略
）

第
九
級

一
〜
十
五

（
略
）

十
六

外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の

（
新
設
）

十
七

（
略
）

十
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
級

一
〜
十
三

（
略
）

第
十
二
級

一
〜
十
三

（
略
）

十
四

外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

十
四

男
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

（
削
る
）

十
五

女
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
四
級

一
〜
九

（
略
）

第
十
四
級

一
〜
九

（
略
）

（
削
る
）

十

男
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う



○
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
（
第
二
条
関
係
）（

傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

障
害
等
級

障

害

障
害
等
級

障

害

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七
級

一
〜
十
一

（
略
）

七
級

一
〜
十
一

（
略
）

十
二

外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

十
二

女
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九
級

一
〜
十
五

（
略
）

九
級

一
〜
十
五

（
略
）

十
六

外
貌
に
相
当
程
度
の
醜
状
を
残
す
も
の

（
新
設
）

十
七

（
略
）

十
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
二
級

一
〜
十
三

（
略
）

十
二
級

一
〜
十
三

（
略
）

十
四

外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

十
四

男
子
の
外
貌
に
著
し
い
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

（
削
る
）

十
五

女
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
四
級

一
〜
九

（
略
）

十
四
級

一
〜
九

（
略
）

（
削
る
）

十

男
子
の
外
貌
に
醜
状
を
残
す
も
の

ぼ
う


